
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

月 曜 日

号
外
第
二
十
五
号

平
成
三
十
一
年

四
月
十
五
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号
の
公
布
公
告	

一

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号
の
公
布
公
告	

一

　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

◉　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号
の
公
布
公
告

　

次
の
と
お
り
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
公
布
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

　

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
各
選
挙
区
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
（
平
成
三
十
一

年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ　
　

　

表
韮
崎
市
の
項
中
「
平
成
三
十
一
年
四
月
七
日　

午
後
九
時
十
分
」
を
「
平
成
三
十
一
年
四
月

七
日　

午
後
九
時
」
に
改
め
る
。

◉　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号
の
公
布
公
告

　

次
の
と
お
り
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
公
布
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

二

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
四
月
七
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
の
住
所
及
び
氏
名
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま　

さ　

ゑ　
　

　

西
八
代
郡
・
南
巨
摩
郡
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
千
二
百
七
十
四
番
地

遠
藤　

浩

山
梨
県
南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
千
六
百
四
十
三
番
地
十
一

望
月　

勝　

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
青
柳
町
一
番
地
一

望
月　

利
樹

　

中
巨
摩
郡
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
千
九
百
三
十
一
番
地

鷹
野　

一
雄

　

南
都
留
郡
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
千
五
百
五
番
地

白
壁　

賢
一

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
千
四
百
四
十
八
番
地

流
石　

恭
史

　

甲
府
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

　

二



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

三

山
梨
県
甲
府
市
大
里
町
二
千
五
十
一
番
地

向
山　

憲
稔

山
梨
県
甲
府
市
伊
勢
二
丁
目
十
五
番
二
十
六
号

佐
野　

弘
仁

山
梨
県
甲
府
市
下
飯
田
四
丁
目
三
番
四
号

臼
井　

友
基

山
梨
県
甲
府
市
北
新
一
丁
目
八
番
九
号

永
井　

学

山
梨
県
甲
府
市
大
手
一
丁
目
三
番
四
号

飯
島　

修

山
梨
県
甲
府
市
善
光
寺
三
丁
目
三
十
四
番
二
十
七
号
（
株
）
タ
ク
ト
ビ
ル
内

土
橋　

亨

山
梨
県
甲
府
市
国
母
六
丁
目
二
番
三
号

宮
本　

秀
憲

山
梨
県
甲
府
市
善
光
寺
三
丁
目
二
十
一
番
七
号

小
越　

智
子

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
三
丁
目
六
番
二
号

皆
川　

巖

　

富
士
吉
田
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田
九
丁
目
三
十
七
番
五
号
ア
ン
ジ
ュ
ー
ル
和
二
〇
一

渡
邊　

淳
也

山
梨
県
富
士
吉
田
市
松
山
一
丁
目
二
番
二
十
一
号

早
川　

浩

　

都
留
市
・
西
桂
町
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
都
留
市
大
幡
千
百
十
番
地

杉
山　

肇

山
梨
県
都
留
市
境
百
二
十
五
番
地

水
岸　

富
美
男



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

四

　

山
梨
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
山
梨
市
七
日
市
場
八
百
十
六
番
地
の
七

古
屋　

雅
夫

山
梨
県
山
梨
市
上
神
内
川
千
四
百
四
十
三
番
地
三

乙
黒　

泰
樹

　

大
月
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
大
月
市
猿
橋
町
桂
台
一
丁
目
十
番
地
十
一

卯
月　

政
人

　

韮
崎
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
韮
崎
市
本
町
一
丁
目
一
番
十
一
号

山
田　

七
穂

　

南
ア
ル
プ
ス
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
千
三
百
二
十
八
番
地
三

桜
本　

広
樹

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
秋
山
六
百
六
十
三
番
地

藤
本　

好
彦

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
四
百
三
十
七
番
地

久
保
田　

松
幸

　

北
杜
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

　



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

五

山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
清
里
三
千
五
百
五
十
六
番
地

浅
川　

力
三

山
梨
県
北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
千
三
百
二
十
四
番
地

大
柴　

邦
彦

　

甲
斐
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
甲
斐
市
宇
津
谷
千
八
番
地

山
田　

一
功

山
梨
県
甲
斐
市
長
塚
三
百
五
十
番
地
一

猪
股　

尚
彦

山
梨
県
甲
斐
市
竜
王
新
町
二
十
五
番
地
一

清
水　

喜
美
男

　

笛
吹
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
山
崎
百
三
十
二
番
地
百
五
十
八

杉
原　

清
仁

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
百
七
十
二
番
地

志
村　

直
毅

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
市
部
七
百
十
八
番
地

大
久
保　

俊
雄

　

上
野
原
市
・
北
都
留
郡
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
上
野
原
市
大
椚
七
百
九
十
九
番
地

市
川　

正
末

　

甲
州
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
五
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日

六

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七
番
地

鈴
木　

幹
夫

　

中
央
市
選
挙
区

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

氏　
　
　
　
　

名

山
梨
県
中
央
市
成
島
二
千
三
百
五
十
三
番
地

河
西　

敏
郎


